
米子市子ども会連合会

全国子ども会安全共済会への加入について
（令和６年４月１日～令和７年３月３１日加入分）

○ 全国子ども会安全共済会とは

子ども会活動を安心して行うために、子ども会が主催する活動における事故等の

怪我や疾病について補償する共済制度です。

補償の対象となる活動や、共済期間等については、裏面をご覧いただき、ご不明

な点は、米子市子ども会連合会事務局までお問い合わせください。

○ 全国子ども会安全共済加入にかかる集金額

全国子ども会安全共済会へ加入する際には、全国子ども会安全共済会費の他に、

全国子ども会連合会と鳥取県子ども会育成連絡協議会への納入金も必要となりま

す。

○ 年度初めの加入手続きについて

＜加入申込書＞、＜年間行事計画書＞、（人数が多い場合は＜加入者名簿２＞）を

ご記入いただき、子ども会費（小学生１人当たり４０円）と地区負担金（７，００

０円）と一緒に米子市子ども会連合会事務局までご提出ください。なお、ご提出

は、公民館地区ごとに取りまとめのうえ、お願いします。

事務局提出期限：令和６年５月１７日（金）

○ 以下の場合は、必ず事務局にご連絡ください

・ 万が一、子ども会活動中に事故が発生した場合

・ 年度途中に、転入・転出があり、途中加入・途中離脱があった場合

※その他お困りのことがございましたら、お気軽に事務局までご連絡ください。

年 齢
(令和６年４月１日時点)

１人あたり
金額

内 訳

１８歳未満
(幼児/小学生/中学生/高校生等）

１５０円
全国子ども会安全共済会費 ５０円
全国子ども会連合会運営費 ２０円
鳥取県子ども会育成連絡協議会運営費 ８０円

１８歳以上
（育成者等） ２５０円

全国子ども会安全共済会費 ５０円
全国子ども会連合会運営費 ２０円
鳥取県子ども会育成連絡協議会運営費 ８０円
鳥取県子ども会育成連絡協議会育成会費 １００円

【米子市子ども会連合会事務局】
所在地：米子市錦町一丁目１３９番地３ 米子市こども総本部こども政策課内
電 話：０８５９－２３－５４３９ F A X：０８５９－２３－５１３７
Eメール：kodomo-seisaku@city.yonago.lg.jp






